様式第２号（第６条関係）
富岡町指令第　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　


富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金交付決定通知書

　　　　年　　　月　　　日付けで交付申請のあった富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金については、富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金交付要綱第６条の規定により、条件を付して下記のとおり決定します。


　　　　　　年　　　月　　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡町長　　　　　　　　　　　印


記

　　１　補助金交付決定額　　　金　　　　　　　　　円

　　２　補助金の交付条件　　　
(1)　この事業の目的に反し、他に使用してはならない。
　　　(2)　設置者の責任において、維持管理（除草・補修等）を適切に行うこと。
　　　(3)　電気柵を設置する場合は、電気事業法等関係法令に定めるもののほか、以下の事項を遵守すること。
　　　　　①危険である旨の表示をすること。
　　　　　②出力電流が制限される電気柵用電源装置を使用すること。
　　　　　③漏電遮断器を設置すること。
　　　　　④開閉器（スイッチ）を設置すること。



